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講演７． 裁判例の分析による過失要件と 
自動運転車の社会受容性に関する研究 

 
自動車安全研究部 ※中川 正夫 

 
 

１１．．ははじじめめにに  
昨今の交通死亡事故原因の約 96%はドライバのミ

スとされており 1)、自動運転車の普及によってこのよ

うな現在の交通事故の多くを減らすことが期待され

ている。自動運転車の導入期においては、自動運転車

と従来のドライバが運転する車が道路上で同時に走

行し、混在する状況となることが考えられる。そうし

た状況下において安全で円滑な交通社会を維持する

ためには、自動運転車が他の交通参加者に危険を及ぼ

さないことが重要と考えられる。 
国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラ

ム（WP29）では、レベル 3、4 の自動運転車が満たす

べき基本的な安全要件として「運行設計領域内におい

て、システムが引きおこす人身事故であって、合理的

に予見される防止可能な事故が生じないこと」を合意

した 2)。その上で、自動運転車は有能で注意深い人間

ドライバ（C&C driver; Competent and Careful human 
driver）よりも安全であること 3)が求められているが、

その基準となる人間ドライバに求められる要件を明

らかにする必要がある。 
そこで、本研究では、高速道路におけるレベル 3 の

自動運転を対象に、裁判例を参考にして基準となる人

間ドライバに求められる要件を定量的に分析した。 
  

２２．．ドドラライイババにに求求めめらられれるる要要件件のの抽抽出出  
人間ドライバに求められる要件は交通場面ごとに

異なると考えられ、ここでは 1 例として 2021 年 1 月

に発効した ALKS (Automated Lane Keeping System) 国
連規則(UN Regulation No.157)4)で規定されている交通

場面の中から「先行車が自車線から車線変更し静止障

害物が出現する交通場面」を扱うこととする。 
なお、本研究では ALKS を前提とし、事故の回避に

際して自車は操舵及び車線変更しないものとし、制動

のみを行うものとする。 

２２．．１１．．過過失失のの考考ええ方方 
過失の要件を裁判例から検討するにあたり、自動車

運転過失致死傷罪における過失に関する基本的な考

え方をまとめる。 
過失を認定するにあたり、ドライバには「危険事象

の発生を事前に予想できたか（結果予見可能性・結果

予見義務の有無）」、そして「予見した危険事象に対し

て、その発生を回避できたか（結果回避可能性・結果

回避義務の有無）」が問われる。これら予見と回避を

遂行する義務が一般に「注意義務」といわれる。 
例えば、図 1 に示す横断者と車両が衝突した事故の

場合、衝突から時系列を遡って、結果予見可能性のあ

った地点すなわち横断者を発見可能だった地点を特

定した上で、同地点から衝突地点までの距離（視認距

離 Xvis）と停止距離 Xstop（＝空走距離＋制動距離）を

比較し、衝突を回避できたか否かで過失の有無を認定

する 5)。 
ここで、制動によって回避できたか否かの基準とな

る停止距離は、人間ドライバが危険を認知して反応す

るまでに要する認知反応時間による空走距離と最大 

 

図１ 過失の考え方 
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限の制動による制動距離とに分けられる。制動距離

は、そのときの車速や車両の能力（普通車か大型トラ

ックか等）、さらには路面の状態等に依存するため、

個々の事例によってその値は異なる。 
その一方で、空走距離に相当する人間ドライバの認

知反応時間は裁判例や警察において 0.75 秒が用いら

れており、交通研による実験においてもその値の妥当

性が確認された 6)。 
２２．．２２．．裁裁判判例例のの分分析析 
裁判例から結果予見が求められる時点と取るべき

車間距離について検討する。 
２２．．２２．．１１．．結結果果予予見見がが求求めめらられれるる時時点点 
「先行車が自車線から車線変更し静止障害物が出現

する交通場面」における危険事象の発生を予見すべき

時点の検討にあたり、平成 26 年に名古屋で発生した

事故の裁判例 7)を取り上げて分析する。 
本裁判例では、高速道路において 85km/h 程度の車

速で車間距離を 24m 程度開けて先行車に追従してい

たところ、先行車が車線を変更した後、不具合のため

ハザードランプを点滅させて停車していた普通自動

車の存在を認識したものの、ハザードランプを点滅さ

せて低速走行していると誤認し、約 20m まで迫って

初めて停車していることに気づき急制動を講じたも

のの間にあわず衝突し、3 名を死亡させ 1 名に傷害を

負わせたと認定されている。また、車速 85km/h から

の停止距離は 94.2m と認定されている。 
衝突から時系列を遡って、結果予見可能性のあった

時点を特定するにあたり、図 2 に示す時点が挙げられ

ている。なお、各時点における障害物までの距離は実

況見分により明らかにされた値であり、裁判において

実際に用いられた値である。 
本裁判例では、上記の結果予見可能性のあった時点

の中から、以下に示す主位的訴因と予備的訴因から過

失が議論されている。ここで、検察官が第一に主張す

る犯罪事実が主位的訴因、主位的訴因を裁判所が認め

ない場合に備えて、第二次的な犯罪事実として検察官

が主張する犯罪事実が予備的訴因である。 
＜主位的訴因：前方注視義務違反＞ 
主位的訴因では、（エ）実際の車間距離で障害物の存

在を認知可能な時点（障害物まで 101.2m）を結果予見

可能性のあった時点であるとし、前方注視義務違反で

過失を問うている。車速 85km/h からの停止距離 Xstop= 

 

図 2 結果予見可能性があると考えられる時点 

 

94.2m よりも障害物までの距離 Xvis=101.2m は長いも

のの、その距離が近いことから本裁判例では回避可能

性が認められなかった*。 
＜予備的訴因：前方注視義務違反 

+車間距離保持義務違反＞ 
予備的訴因では、（カ）取るべき車間距離で障害物の

存在を認知可能な時点（障害物まで 124.1m）を結果予

見可能性のあった時点であるとし、主位的訴因の前方

注視義務違反に車間距離保持義務違反を加えて過失

を問うている。本事例では、車間距離を 24m（車間時

間約 1s）しかとっていなかったが、本来取るべき車間

時間 2s の車間距離をとっていたとすると、車速

85km/h から停止に必要な停止距離 Xstop=94.2m よりも

十分に長い Xvis=124.1m で障害物を認知できることか

ら、回避可能性が認められ過失が認定された。 
以上、本裁判例では、主位的訴因、予備的訴因とも

に結果予見可能性が認められる時点を被告人が前方

に車両が停車していることを理解し、衝突する危険が

あると判断した時点ではなく、対象の障害物を発見す

ることができる時点とされている。本研究では、この

時点での障害物までの距離を視認距離 Xvisとした。 
 

85km/h
24m

自車 先行車 静止障害物
19.3m

（ア）
（イ）74.7m

（ウ）

（オ）

（カ）124.1m

停止距離94.2m

（キ）

（エ）101.2m

(ア) 被告人が実際に障害物が何か（停車している

こと）を認知した時点（障害物まで約 19.3m） 
(イ) 被告人が実際に障害物の存在を認知した時

点（障害物まで 74.7m） 
(ウ) 実際の車間距離で障害物が何か（停車してい

ること）を認知可能な時点 
(エ) 実際の車間距離で障害物の存在を認知可能

な時点（障害物まで 101.2m） 
(オ) 取るべき車間距離で障害物が何か（停車して

いること）を認知可能な時点 
(カ) 取るべき車間距離で障害物の存在を認知可

能な時点（障害物まで 124.1m） 
(キ) 先行車が車線変更を開始した時点 

＊本裁判例のように、被告人にとって裁定が厳しくなりすぎないよう酌量されることがあるため、裁判例を分析するにあたり注意が必要である。 
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２２．．２２．．２２．．取取るるべべきき車車間間距距離離

道路交通法第 26 条では、「車両等は、同一の進路を

進行している他の車両等の直後を進行するときは、そ

の直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれ

に追突するのを避けることができるため必要な距離

を、これから保たなければならない」とされている。

そこで、車間距離に関する重要裁判例**について検討

する。 
本裁判例 8), 9)は、先行車を車速 40km/h、車間距離 6m

（車間時間 0.53s）で追従していたところ、静止障害物

に衝突して急停止した先行車に衝突した事例であり、

制動機の制動力以外の作用によって急停止した事象

が道路交通法第 26 条の「直前の車両等が急に停止し

たとき」に相当するかが論点となっている。 
第一審で制動機の制動力以外の作用によって停止

した先行車は追従車にとってその進路に突然現出し

た障害物としているが、第二審で先行車は制動機の制

動力以外の作用によって停止する可能性をもってす

でに先行していた危険物であるとしている。そして、

第三審で「道路交通法 26 条 1 項の『先行車が急に停

止したとき』とは、先行車が制動機の制動力によって

停止した場合のみならず、制動機以外の作用によって

異常な停止をした場合も含むとした原判決の判断は

相当である」と判断している。 
本研究では、取るべき車間距離は停止距離と等しい

とし、WHO により示されている停止距離 10)***を取る

べき車間距離とすることとした。 
  

３３．．過過失失要要件件のの定定量量分分析析  
前章において明らかとなった定性的な要件を定量

的に分析し、自動運転車の社会受容性及び安全性を考

える上で必要となる要件を検討する。 
３３．．１１．．実実際際のの車車間間距距離離のの計計測測 
自動運転車には道路交通法を遵守することが求め

られており、自ら車間距離を詰めることはないとして

も、交通流の中で先行車等の挙動により車間距離が短

くなることも考えられる。 
そこで、条件をそろえるため実車（車両 α）の ACC 

(Auto Cruise Control) の機能を活用し、車間距離を管理

して車両挙動を計測した。車両 αでは、車間距離を 7
段階で選択できるが、最短・中間・最長の 3 水準で計

測を行った。 
 

また、車速に応じて車間距離が変わるため、20-
80km/h の 20km/h 毎の車速において計測を行った。一

定車速で走行する先行車を追従し、先行車と自車それ

ぞれの位置や車速等の情報を同期して記録した。 
３３．．２２．．視視認認距距離離 のの導導出出 
予見可能性を認める時点が「先行車が車線変更した

後に静止障害物が見えた時点」であることから、図 3
に示すようにシミュレーション（CarMaker 10.0, IPG 
Automotive 社製）においてカメラのコンフィデンス

（対象を捉えた確信度）が立ち上がった位置から静止

障害物までの距離を視認距離 Xvisとして導出した。 
ここで、先行車は 2 秒かけて車線変更することと

し、静止障害物は車両（普通車）とした。また、カメ

ラは図に示すようにフロントウィンドウ上部中央に

取り付けた。カメラのコンフィデンス visibility は、式

(1)に示すように対象の見えている部分から確信度を

示したもので、対象を四角く囲んだ時のピクセル数

nPixtot に対して、対象が写っているピクセル数 nPixvis

の割合を示す。 

 visibility = n𝑃𝑃ixvis
n𝑃𝑃ixtot

 (1) 

 

図 3 カメラのコンフィデンス 

３３．．３３．． 定定量量要要件件のの導導出出 
計測した車間距離及びシミュレーションから算出

した視認距離Xvisを停止距離 10)と比較することにより

求められる各車速及び車間距離の条件における過失

の有無を表 1 に示す（赤が過失あり、緑が過失なし）。 
ここで、計測された車間距離が取るべき車間距離よ

りも短い条件では、不足している距離を算出された視

認距離 Xvisに足し、取るべき車間距離を取っていた場

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

コ
ン
フ
ィ
デ
ン
ス

[-
]

距離 [m]

視認距離Xvis

先行車

静止障害物

カメラ

50m

**裁判官や検事、判事らが教科書的に参考としている裁判例。 
***警察庁もWHO が示している停止距離を用いている。 
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合の視認距離 Xvisとした（表中、括弧内がシミュレー

ションによる算出値、括弧外が不足分を足した値）。 
表 1 より、回避可能性がなく過失が問われない条件

も存在し、定量分析により過失の有無を明確にできる

ことがわかる。 
過失が問われない条件は、実験のために扱った車間

距離が短い条件だが、これは先行車等の挙動により車

間距離が短くなった状態に相当する。表 1 に示すよう

にほとんどの条件が過失を問われる条件であり、自動

運転車は先行車等の挙動により厳しい状態におかれ

ない限り事故を起こしてはならず、その他の全ての条

件における安全性を網羅的に確認する必要があると

考えられる。 

表 1 過失の有無 

 

 
４４．．ままととめめ 

本研究では、裁判例の分析によりドライバに求めら

れる要件を定量的に分析することにより、自動運転車

の社会受容性及び安全性を考える上で必要となる要

件を検討した。 
「先行車が自車線から車線変更し静止障害物が出現

する交通場面」において予見可能性がある時点は静止

障害物が見えた時点であり、取るべき車間距離は停止

距離と等しいことがわかった。 
定量分析により回避可能性がなく過失が問われな

い条件も存在する一方、先行車等の挙動により厳しい

状態におかれない限り事故を起こしてはならないと

考えられる。 
このような過失の考え方に基づいて結果予見可能

性があった時点を特定することにより自動運転車の

社会受容性及び安全性を検討する手法は、他の交通場

面等に関しても適用可能と考える。 
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最短 中間 最長

20km/h 7.8 16.1 19.5 22.5
40km/h 19.9 29.9 (27.0) 33.7 39.8
60km/h 36.5 43.8 (37.9) 50.3 (47.5) 56.0
80km/h 57.5 53.4 (43.4) 62.1 (55.3) 70.4 (66.3)
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講演８．前面衝突時の ISOFIX 固定ブースターシートの 
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１１．．ははじじめめにに  
チャイルドシート（Child Restraint System、以下

CRS という）の１つに学童用のブースターシートが

ある。ブースターシートにより子供乗員を拘束する方

法には、ブースターシートをシートベルトで拘束する

方法（シートベルト固定）とブースターシートを

ISOFIXで固定した上からシートベルトで拘束する方

法（ISOFIX 固定）がある。 
このブースターシートの固定方法の違いが乗員安

全性へ与える影響に関する調査は少ないものの、固定

方法の違いがダミーの挙動や傷害値に与える影響は

小さいと報告(1) (2)されている。 
これらの調査は新旧基準に定められたテストベン

チを用いて行われており、実車環境下での調査は行わ

れていない。そこで本研究では、実車のボデーを改造

した治具を用いたスレッド実験、新しい CRS の国際

基準であるUN Regulation No.129（以下R129 とい

う）のテストベンチで実車の状況を模擬するように変

更した条件等でスレッド実験を行い、より実車に近い

条件でブースターシートの固定方法の違いが子供乗

員の安全性に及ぼす影響を調査した。 
 

２２．．実実車車ボボデデーーススレレッッドド実実験験 
２２．．１１．．実実験験方方法法  
スレッド試験機に実車のボデーを補強改造したボ

デー治具を設置し、前面衝突実験を実施した。ボデー

治具には、後席に座席とシートベルトを取り付けた。

ダミーはR129で採用されている6歳の子供を模擬し

た Q6 ダミーを使用した。図 1 にスレッド実験に使用

したボデー治具を示す。ボデー治具は、日本で一般的

に普及している小型乗用車を用いて作成した。 
図 2 に、実験に使用したブースターシートとボデー

治具に搭載した Q6 ダミーの写真を示す。ブースター

シートは、ISOFIX 固定とシートベルト固定のどちら

も可能なものを使用した。子供ダミーの搭載方法とス

レッド実験の加速度波形は、R129 に定められた前面

衝突試験方法に準じた。ブースターシートの車両への

固定方法の違いがダミーの挙動に与える影響につい

て調査するため、ブースターシートの固定方法を

ISOFIX 固定とシートベルト固定の 2 条件として、実

験を実施した。 
 

 
 
 
 

図 1 ボデー治具 
 

 
 
 
 

図２ ブースターシートと Q6 ダミー 
  
２２．．２２．．実実験験結結果果 
図 3 に衝突開始後 190 ms 時の斜め前から見たダミ

ーの挙動を示す。ISOFIX 固定条件はシートベルト固

定条件に比べてシートベルトが滑り上がり、より頸部

に近づいていた。ISOFIX 固定条件では、乗員がシー

トベルトにより頸部を受傷する可能性がある。 
 

 
 
 
 
 

(a) ISOFIX 固定        (b) シートベルト固定 
図 3 190ms 時のダミーの状況 
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